
若者チャレンジ奨励金をご存知ですか？

３５歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用する事を前提に、自社内での実習

（OJT）と座学（Off-JT）を組み合わせた訓練（若者チャレンジ訓練）を実施する事業主の方に奨励金

を支給します。（厚生労働省 HP より抜粋）※この奨励金は、平成 25 年度末までの時限措置です。

1人1月あたり15万円の訓練奨励金
正社員雇用奨励金は1年経過時に50万円！
さらに2年経過時に50万円！

こんな企業様に
ご提案します！

●今雇用しているアルバイトを正社員にしようか迷っている。
●新たに雇用する若者を正社員として長期雇用したい。
●若者を採用したいが、最初から正社員雇用するには不安。
●社会人としてのマナー等を自社で教育する時間がない。

助成金申請
対象Off-JT
（有料）
10/3スタート

月２日のOff-JT（座学）×３ヶ月＝6日を弊社が実施します。
ジョブカード活用でのキャリアコンサルティングも弊社で行います。
助成金の申請も弊社で行います。
申請した助成金が下りなかった場合は、Off-JT費用の半額をご返金致します。

・Off-JT参加申し込み
・該当する従業員の参加

・研修費のお支払業務提携 講師依頼

講師依頼

㈱アビリティ・キュー
キャリアコンサルティング
事業部

社会保険労
務士

各種セミナー
講師

Off-JT参加企業

労働局・助成金
センター

助成金申請・書類提出

助成金

・受講生キャリアコンサルティング
・Ｏｆｆ－ＪＴ実施

・申請書類の作成

「若者チャレンジ奨励金」の利用を当社がバックアップします。

最大で

145万円
の奨励金が
支給されます

お問い合わせは…
TEL／092-721-1919　担当／寄能（よりのう）　　E-mail／yori@ab-q.co.jp

㈱アビリティ・キュー　キャリアコンサルティング事業部ACRグループ

お問い合わせいただきましたら、詳細のご説明にお伺いさせていただきます。

第3回
参加申込〆切
7/31


